
区分 適用使用者数 人
           （ａ）
  基幹的労働者数 人

産業 適用労働者数 人 比率（％）

446 19,874
(457) 6,389 (20,173)

26,263 (6,505) 75.7
(26,678) (75.6)

57 5,012
(54) 365 (4,977)

5,377 (365) 93.2
(5,342) (93.2)

860 6,142
(855) 529 (6,142)

6,671 (529) 92.1
(6,671) (92.1)

　　　　　   　　　 令　和　3　年　度
　    　 特定最低賃金改正意向表明産業（業種）に係る
　        適用使用者数及び労働者数

　　　　          　新潟労働局　労働基準部　賃金室

除外労働者数 人
            （ｂ）
   申出者が代表する
   基幹的労働者数

（ｂ）÷
（ａ）

（％）

電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気
機械器具、情報通信
機械器具製造業

7,164 36.0

各 種 商 品 小 売 業 5,012 100.0

　　　　　　
　　　（２）　（　　　）内については、前年度（令和２年度）の特定最低賃金の適用使用者・労働者数である。
　　　　　　

自動車（新車）、自
動車部分品・附属品
小売業

3,382 55.1

（注）（１）　特定最低賃金の適用使用者数及び労働者数は、「平成28年センサス特別集計」を基礎に、毎年実施
　　　　　　している「最低賃金基礎調査」の結果及び倒産情報等の資料により年別修正を加え、令和２年度の適
　　　　　　用使用者数及び労働者数を算定したものでである。
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